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H20.4 福岡市産学連携交流センター開設
H20.4 ダイハツ九州株式会社が開発センター設⽴表明
H20.10 元岡地区地区計画決定
H24.7 ⼟地開発公社が⼟地購⼊
H25.4 有機光エレクトロニクス実⽤化開発センター開設
H25.10 福岡市産学連携交流センターの増床（２号棟開設）

１．概要

２．主な経緯

元岡地区における研究開発拠点の形成について

元岡地区については，第９次福岡市基本計画において，「学⽣や研究者などが，新たな知を
創造し，発信する，研究開発拠点の形成を図る地区」と位置付けられています。また，平成20
年10⽉に策定された地区計画においては，産学連携・交流のための研究・開発・交流機能や，
居住機能等を誘導することとしています。

福岡市産学連携交流センターの開設と増床，有機光エレクトロニクス実⽤化開発センターの誘
致など研究開発拠点の形成は進んでおります。

⼀⽅で，ダイハツ九州株式会社所有地及び⼟地開発公社所有地については，ダイハツ九州株
式会社の開発センター計画が凍結した状況が続いていること等から，未活⽤の状況となっています。

九州⼤学
伊都ｷｬﾝﾊﾟｽ

⻄九州⾃動⾞道周船寺
インター

←⾄九⼤伊都キャンパス 学園通線 ⾄九⼤学研都市駅→

︓未活⽤地元岡地区 地区計画範囲

産学連携交流センター

有機光エレクトロニクス実⽤化開発センター

ダイハツ九州所有地

⼟地開発公社
所有地

九⼤学研都市駅

元岡地区
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(1)九州⼤学の研究成果による実⽤化の拡がり

(3)九州⼤学・地元の⼟地活⽤への意⾒

３．⽤途地域等

４．研究開発拠点の形成に係る環境変化

⽤途地域 第⼀種
住居地域

第⼀種中⾼層
住居専⽤地域

ﾀﾞｲﾊﾂ九州⾯積 約5,700㎡ 約11,300㎡
公社⾯積 - 約14,200㎡
建ぺい率 60% 60%
容積率 200% 100%
⾼さ制限 20m 15m

⼟地利⽤
⽅針
(地区計画)

・研究・開発・
交流機能
・業務機能
・商業機能　等
を誘導

・研究・開発・
交流機能
・居住機能　等
を誘導

 ダイハツ九州株式会社所有地及び⼟地開発公社所有地の⽤途地域については，学園通線沿
道から50mまでが第１種住居地域，50mより奥が第１種中⾼層住居専⽤地域となっています。
また，元岡地区地区計画において⼟地利⽤⽅針等が定められています。

第⼀種
住居地
域

←⾄九⼤伊都キャンパス 学園通線 ⾄九⼤学研都市駅→

第⼀種
中⾼層
住居
専⽤地域

︓未活⽤地

50m

 ダイハツ九州株式会社においては，リーマン・ショック等の社会情勢の変化により開発センター計
画が凍結しています。

九州⼤学においては，平成22年に起業家育成機関である
ロバート・ファン/アントレプレナーシップ・センター（ＱＲＥＣ）の設⽴，
平成29年には九州⼤学起業部の設⽴，⼤学発ベンチャー事業シーズ育成⽀援プログラム
（通称，九⼤ギャップファンド）の設⽴など，起業⽀援の取組みが積極的に⾏われています。

(2)ダイハツ九州株式会社開発センター計画凍結

 九州⼤学からは，企業や研究者が⾃ら施設を所有し運営する所有型から研究者が流動的
に⼊れ替わっていく賃貸型の研究施設への転換という，社会的な環境変化を踏まえた研究開
発機能（オフィス・ラボ）の導⼊を強く要望されています。また，研究開発を⽀援するために必
要な機能（⽣活利便施設や居住機能及び滞在施設）を要望されています。さらに，これらの
機能が相互に連携する仕組みの構築と実証フィールドとしての活⽤が望まれています。

 地元からは，早期活⽤してほしいとの意⾒をいただいております。

福岡市産学連携交流センターにおいては，平成27年に株式会社Kyulux，
平成30年にKAICO株式会社が設⽴されるなど，九州⼤学の研究成果を活かした九⼤発
スタートアップが拡がっています。
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(1)コンセプト

(2)導⼊機能イメージ

有機光ｴﾚ
ｸﾄﾛﾆｸｽ実
用化開発
ｾﾝﾀー

連
携

連
携

相互
連携

研究開発機能
研究者,⺠間企業の
研究開発施設
（ｵﾌｨｽ・ラボ等）

交流機能
研究者,学⽣,⺠間
企業のｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを
触発する交流・発信
機能
(ｲﾍﾞﾝﾄやｾﾐﾅｰ等)

居住機能
研究者,学⽣,⺠間
企業等のための
住環境

研究者,学⽣,⺠間
企業等の利便性を
⾼める施設
(ｽー ﾊ゚ ,ーﾄ゙ ﾗｯｸ゙ ｽﾄｱ等)

⽣活利便機能

九州⼤学を活⽤した研究開発次世代拠点へ
〜 研究開発 × 交流 × ⽣活利便 × 居住 〜

 研究者や学⽣，⺠間企業（研究開発型企業，スタートアップ企業）が集積・交流する職
住近接の環境を形成し，新産業・新事業が次々に⽣まれる研究開発拠点の展開を⽬指し
ます。

５．⼟地活⽤⽅針

⼟地活⽤にあたっては，研究開発機能，交流機能を導⼊必須機能とし，⽣活利便機能，
居住機能を導⼊が望ましい機能とします。また，各導⼊機能が相互連携する仕組み等につ
いても，⺠間事業者からの提案を求めます。

(3)整備⼿法
 ⼀体的な整備・運営を⾏うため，ダイハツ九州株式会社所有地及び⼟地開発公社所有地

については，⺠間事業者に⼀括売却し，⺠間活⼒による⼟地活⽤を⾏う⽅向で検討しま
す。なお，⼟地開発公社所有地については，市が取得した上で売却する⽅向で検討します。
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